
大規模氾濫減災協議会について
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設立の背景・必要性
【 国土交通省の取組 】



設立の背景・必要性
【 水防法等の改正 】
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県内の枠組み（平成２９年時点）
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県内の枠組み（平成２９年時点）

協議会名（仮称を含む） 対象市町村 河川名

紀の川下流部大規模氾濫に関する
減災対策協議会

和歌山市、海南市、
紀美野町、紀の川市、
岩出市

紀の川（国）、
貴志川（国・県）、
和田川、亀の川、日方川、
加茂川

紀の川上流部大規模氾濫に関する
減災対策協議会

橋本市、かつらぎ町、
九度山町

紀の川、橋本川

有田地域における大規模氾濫減災
協議会

有田市、湯浅町、
広川町、有田川町

有田川、山田川、広川

日高地域における大規模氾濫減災
協議会

御坊市、美浜町、
日高町、由良町、
印南町、みなべ町、
日高川町

日高川、印南川、切目川、
南部川

西牟婁地域における大規模氾濫減災
協議会

田辺市、白浜町、
上富田町

芳養川、左会津川、
富田川、日置川

東牟婁地域における大規模氾濫減災
協議会

すさみ町、那智勝浦町、
太地町、古座川町、
串本町

古座川、周参見川、
太田川、那智川

熊野川減災協議会 田辺市、新宮市、北山村 熊野川（国・県）、佐野川
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流域治水について
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※国土交通省HPより抜粋 7



※国土交通省HPより抜粋 8



※国土交通省HPより抜粋 9



令和3年1月27日 亀の川、日方川、加茂川
流域治水協議会 設立
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大規模氾濫減災協議会の
新たな枠組みについて
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県内の新しい枠組み（予定）
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協議会名 対象市町村 河川名

紀の川下流部大規模氾濫に関する
減災対策協議会（事務局：国）

和歌山市、海南市、紀美野町、
紀の川市、岩出市

紀の川（国）、貴志川（国・県）、

和田川、 亀の川、日方川、加茂川 ※２

紀の川上流部大規模氾濫に関する
減災対策協議会（事務局：国）

橋本市、かつらぎ町、九度山町 紀の川（国）、橋本川

海草地域における大規模氾濫減災

協議会 ※１
和歌山市、海南市 亀の川、日方川、加茂川

有田地域等における大規模氾濫減災
協議会

有田市、かつらぎ町、高野町、
湯浅町、広川町、有田川町

有田川、山田川、広川

日高地域等における大規模氾濫減災
協議会

御坊市、田辺市、美浜町、
日高町、由良町、印南町、
みなべ町、日高川町

日高川、印南川、切目川、南部川

西牟婁地域における大規模氾濫減災
協議会

田辺市、白浜町、上富田町、
すさみ町

芳養川、左会津川、富田川、日置川

東牟婁地域等における大規模氾濫減災
協議会

新宮市、すさみ町、那智勝浦町、
太地町、古座川町、串本町

古座川、周参見川、太田川、
那智川、佐野川

熊野川減災協議会（事務局：国等） 田辺市、新宮市、北山村
熊野川（国・県）、市田川（国）、

 佐野川、荒木川 ※２

　※１：「亀の川、日方川、加茂川流域治水協議会」の規約変更後の名称

　※２：別途、「紀の川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」および「熊野川減災協議会」において、承認が必要



県内の新たな枠組み（予定）

平成２９年度時点 新たな枠組み
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